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様式３ 
リ ス ク 管 理 台 帳 

職場名： 

リスクアセスメント結果  改 善  
措置実施後

の効果確認  No 作  業  

危険性又は有害性  リスク  リスク低減措置  完了見込日  責任者  

対策完了日  

リスク  
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様式４ 
リ ス ク 改 善 事 例 

 
リスク管理台帳 

職場名： No： 
 

作 業： 
 

 
改 善 前 

年 月 
 

 
危険性又は有害性： 
 
 
 
 
 
 
 
 

頻 度 可能性 重篤度 リスク 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 善 後 

年 月 

 

 
リスク低減措置： 
 
 
 
 
 
 
 
 

頻 度 可能性 重篤度 リスク 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

写 真 

 
 
 
 

写 真 
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５ リスクアセスメントに関する教育 

 
（１）リスクアセスメント責任者への教育 

リスクアセスメント責任者への教育は、外部機関の研修会を受講し、必要な知

識、技術を熟知させるようにします。 
リスクアセスメント責任者に対する教育項目としては、 
① リスクアセスメントの実施のねらいとその効果 
② リスクアセスメントの考え方及び手法 
③ 日常の職場安全衛生活動とリスクアセスメントの関係 
④ リスクアセスメント責任者の役割 
⑤ リスクアセスメント結果に基づくリスク低減措置の方法 
⑥ 実効あるリスクアセスメント実施のための留意点 
⑦ リスクアセスメントの検討結果についての作業者へのフォロー方法 

 
（２）リスクアセスメント推進者への教育 

リスクアセスメント推進者への教育は、社内研修や外部機関の研修会の受講等

を実施し、必要な知識、技術を習得させるようにします。 
リスクアセスメント推進者に対する教育項目としては、 
① リスクアセスメントの実施のねらいとその効果 
② リスクアセスメントの考え方及び手法 
③ 日常の職場安全衛生活動とリスクアセスメントの関係 
④ リスクアセスメント推進者の役割 
⑤ 作業者へのリスクアセスメント教育を行う際の留意点 

 
（３）作業者への教育 

作業者への教育は、職場の長であるリスクアセスメント推進者が中心となって、

リスクアセスメントに関するテキスト等の教材を使用する知識教育（危険性又は

有害性の特定方法、見積り・評価基準など）と現場で実際に行ってみせる実践教

育の両方を実施すると効果的です。 
作業者に対する教育項目としては、 
① 事業場としてリスクアセスメント実施の理由とその効果 
② リスクアセスメントの考え方と手法 
③ 日常の職場安全衛生活動とリスクアセスメントの関係 
④ 作業者が関わるリスクアセスメントの実施内容 
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６ 危険性又は有害性の特定のポイント 

 
「ステップ４ 危険性又は有害性の特定」を標準的に実施する場合におけるポイント

は次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実際に作業している監督者と作業者（派遣を含む）が行う。 
 
② 複数の作業者が行う。 
 
③ 必要に応じて専門的な知識を持った者を参加させる。 
 
④ 実際の作業をよく観察する。漏れのないように作業手順書も活用する。 
 
⑤ 定常作業から始め、順次、非定常作業まで漏れなく行う。 
 
⑥ 職場の作業が多い場合には、大きいリスクが想定される作業から順次計画を

立てて行う。 
 
⑦ 大きなリスクを見逃さないため、あらかじめ用意した労働災害の事故の型に

注目した次頁の表３－３のガイドワード（例）を活用する。 
 

例えば、「作業者が墜落するおそれのある高所作業はないか」、「作業者が巻き

込まれるおそれのある回転体はないか」など、「大きな負傷又は疾病を伴うと想

定される事故の型の労働災害が発生しないか」と積極的に危険性又は有害性を

特定する。 
 
⑧ 過去の災害、ヒヤリハット情報等も参考にする。 
 
⑨ 洗い出した危険性又は有害性と労働災害に至るプロセスは、記録し保管する。 
 
⑩ 法に基づく実施時期のほか、次の作業等のあらゆる面を体系的にチェックす

る。なお、作業中に実際起きていることと実作業が作業手順と異なるときがあ

る（作業手順が守られていない、作業手順書が見直されていないなど）ことに

留意する必要がある。 
・ 操業開始と操業終了時、作業の中断時、保全又は清掃時、抜き取りチェッ

ク時、荷物の積み下ろし時、検査作業、補給作業、非定常作業など 
・ 予想可能な緊急事態 
・ 設備などのチョコ停（設備／機械／ラインを作業の都合などで暫時停止さ

せること）時の復旧作業 


